
環境経営レポート

（期間：２０２１年１１月　～　２０２２年１０月）

２０２２年　１２月　２６日　発行

株式会社　星電業社
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３．環境関係法令等を順守します。

環境経営方針

　当社は、電気設備工事を通じ、社員一人ひとりが地球環境保全の重要性を認識し、

美しい国土を次世代に引き継ぐため、豊かな地球環境作りに全力をつくします。

　当社は、環境経営システム（ＥＡ２１）を構築・運用し、継続的な環境負荷の低減と

代表取締役　矢儀　圭司

行動指針

基本方針

４．社員、協力会社に、様々な機会を通じて環境保全教育を実施します。

５．この環境経営方針は、社員全員に周知するとともに、広く一般へ公開します。

       組みます。

2022年４月１日制定

株式会社　星電業社

環境の改善に取り組みます。

１．環境配慮型製品の拡販に取り組みます。

２．具体的な取り組みとして、以下の事項を重点的に取り組みます。

　①二酸化炭素排出削減に取り組みます。（購入電力、ガソリン、軽油）

　②上水の節水に取り組みます。

　③産業廃棄物の削減はもとより、分別を徹底し、適正処理・リサイクルの促進に取り

　④電子化を推進し、ペーパーレス化に取り組みます。
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◇取組の対象組織・活動

１） 事業者名および代表者名

事業者名　： 株式会社星電業社

代表者名　： 代表取締役　矢儀圭司

２） 所在地

本社所在地： 〒754-0895

山口市深溝２６１番地１

３） 責任者および担当者連絡先

責任者　　： 環境管理責任者 矢儀宜子

担当者　　： EA21事務局　 矢儀宜子

連絡先　　： TEL　083-989-2180　　FAX083-989-4380

E-Mail　n.yagi@hoshid.jp

４） 事業内容 電気工事業

５） 事業規模　（2020年度）　第48期（2020.11-2021.10）

資本金　　　 ： 20 百万円

従業員数　　： 15 人

敷地面積　　： 2500 ㎡

６） 事業年度

11 月 ～                   10 月

７） 認証・登録の対象範囲（全組織・全活動）

①事業者名　 株式会社星電業社

②対象事業所　 　 本社

③事業活動　　　 電気工事業
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EA２１推進体制

工務部 ・使用車両の管理

・エコドライブの推進

・環境経営目標および実施事項に対する問題点の是正処置の実施

・環境経営目標・環境経営活動計画の策定

総務部 ・外部要求事項の受付

・使用エネルギー量（水・電気・ガス等）の管理

・環境経営方針の制定

・システム全体の評価と見直し

環境経営管理責任者 ・EA21の要求事項に適合したシステムを構築し、維持管理する

所属（役職） 役割・責任・権限・使命

統括責任者 ・全体の統括管理

・EA21の構築・運用・維持に必要な資源の準備

社員 社員

総務部

【組織図および実施体制】
統括責任者

代表取締役

矢儀圭司

環境経営管理責任者

矢儀宜子

工務部
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事業年度：11月～10月　

基準年度

44,020 以下 43,566 以下 43,112 以下

(3％) (4％) (5％)

26,448 以下 26,175 以下 25,903 以下

(3％) (4％) (5％)

9,367 以下 9,271 以下 9,174 以下

(3％) (4％) (5％)

2,377 以下 2,353 以下 2,328 以下

(3％) (4％) (5％)

65.1 以下 64.4 以下 63.7 以下

(3％) (4％) (5％)

93,060 以下 92,120 以下 91,180 以下

(1％) (2％) (3％)

113 以下 112 以下 111 以下

(3％) (4％) (5％)

※1　CO2排出係数は、2019年度中国電力株式会社（調整後排出係数*）「0.585kg-CO2/kWh」を使用

※2　適正とは：必要量の購入、使用

2021年度(49期)及び中⾧期　環境経営目標

6 その他

電業協会

ボランティア活動への参加
回/年 1

会社周囲のゴミ拾い 回/年 18

5
製品･サービ

スに関する事

項

エコシルフィの拡販 件 1

適正管理 適正管理

3 水使用量の削減 ㎥ 117

4 化学物質の削減

1-3 軽油使用量の削減 ℓ 2,451

適正管理

2

2-1 産業廃棄物排出量の削減 t 67.1

2-2
一般廃棄物排出量の削減

(ｺﾋﾟｰ用紙購入枚数)
枚 94,000

1-1 電力使用量の削減 kWh 27,266

1-2 ガソリン使用量の削減 ℓ 9,657

1 二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 45,381

環境経営目標 単位
環境経営目標

2020年度
(2020.11-2021.10)

2021年度
(2021.11-2022.10)

2022年度
(2022.11-2023.10)

2023年度
(2023.11-2024.10)

1 3 5

18 18 18

1 1 1
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202１年度(49期)環境経営計画

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

1 エアコンの設定温度を決め実行 矢儀

2 エアコンのフィルター掃除 矢儀

3 節電ステッカーを取り付け　励行する 嶋岡

4

5

1 エコドライブの推進 山本

2 車両にアイドリングスットプのステッカーを貼り　励行する 山本

3

1 分別の徹底（本社及び作業所） 田中

2

1 裏紙利用 真鍋

2 ペーパーレス化を推進する。 社⾧

1 節水ステッカーを取り付け　励行する 嶋岡

2 洗車時の節水 山中

3

1 法に従い適切に管理する。（シンナー） 山中

1 市役所、設計事務所への積極的なＰＲ活動 社⾧

1 市内避難所の照明清掃及び点灯確認　年１回 社⾧

1
毎月２回（第1、3水曜）会社周辺のゴミ拾い　※7月～8月

は社内、倉庫の清掃
河野

水使用量の削減

取組項目 活　　動　　項　　目 責任者
実施スケジュール

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

電気使用量の削

減

化石燃料使用量

の削減

産業廃棄物排出量

の削減

一般廃棄物排出量

の削減

化学物質の適正管

理

エコシルフィの

拡販

電業協会ボラン

ティア活動への参

加

会社周辺の清掃
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2021年度(49期)の環境経営目標達成状況

基準年度 環境経営目標 実績

※1　CO2排出係数は、2019年度中国電力株式会社（調整後排出係数*）「0.585kg-CO2/kWh」を使用

※2　適正とは：必要量の購入、使用

環境経営目標 単位

2

2-1 産業廃棄物排出量の削減 t

2-2
一般廃棄物排出量の削減

(ｺﾋﾟｰ用紙購入枚数) 枚

ガソリン使用量の削減 ℓ 9,657

1-3 軽油使用量の削減 ℓ 2,451

2020年度
(2020.11-2021.10)

3 水使用量の削減 ㎥ 117

1 二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 45,381

94,000

67.1

1-1 電力使用量の削減 kWh 27,266

1-2

化学物質の削減4

6 その他

電業協会

ボランティア活動への参加
回/年 1

会社周囲のゴミ拾い 回/年 18

5
製品･サービ

スに関する事

項

エコシルフィの拡販 件 1

26,448以下

9,367以下

2,377以下

65.1以下

1

18

適正管理

1

〇

2021年度
(2021.11-2022.10)

2021年度
(2021.11-2022.10)

93,060以下

113以下

44,020以下

69,500

70 〇

〇

〇

〇

適正管理

（評価期間：2021年11月～2022年10月）

3

1

20

達成状況

評価

〇

〇

〇

〇

〇

〇

41,545

26,447

8,680

2,276

61.7
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1 エアコンの設定温度を決め実行 〇

2 エアコンのフィルター掃除 〇

3 節電ステッカーを取り付け　励行する 〇

1 エコドライブの推進 〇

2
車両にアイドリングスットプの

ステッカーを貼り　励行する
〇

1 分別の徹底（本社及び作業所） 〇

1 裏紙利用 〇

2 ペーパーレス化を推進する。 〇

1 節水ステッカーを取り付け　励行する 〇

2 洗車時の節水 〇

1 法に従い適切に管理する。（シンナー） 〇

1
市役所、設計事務所への積極的な

ＰＲ活動
〇

1
市内避難所の照明清掃及び点灯確認

年１回
〇

1
毎月２回（第1、3水曜）会社周辺のゴミ拾

い　※7月～8月は社内、倉庫の清掃
〇会社周辺の清掃

4.5.6.9.10月 各月2回　会社周辺の草取りゴミ

拾いを実施　7.8月は屋内清掃

次年度→引き続き活動

※活動結果　　〇：達成　　△：ほぼ達成　　×未達成

蛇口に節水ｽﾃｯｶｰを取付

節水を心掛け

次年度→引き続き活動
蛇口に節水ｽﾃｯｶｰを取付

節水を心掛け

次年度→引き続き活動

化学物質の適正管理
置場を決め、保管責任者をきめ適性に管理

次年度→引き続き活動

電業協会ボランティ

ア活動への参加

年に1回　3月に実施の行事の為

Ｒ4.3　参加(陶小学校)

次年度→引き続き活動

エコシルフィの

拡販

秋以降　積極的営業活動

3件設置決定(店舗・戸建・福祉施設)

次年度→引き続き活動（年間目標2件）

水使用量の削減

一般廃棄物排出量の

削減

外部へ提出しない紙は裏紙を使用するように

なった

次年度→引き続き活動

社内回覧はサイボウズを利用・会議資料は作

成せずモニター画面活用

次年度→引き続き活動

二

酸

化

炭

素

排

出

量

の

削

減

電気使用量の削減

意識付けの為、各リモコン横に掲示した

25°設定ですごしている

次年度→引き続き活動

4/28　7/8　10/31すべての

エアコンのフィルター清掃

次年度→引き続き活動

照明ｽｲｯﾁ付近・各PCに使用しない時は

「電源を切りましょう」を掲示した

意識付け出来ている　次年度→引き続き活動

化石燃料使用量の

削減

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞを意識するため各作業車へステッ

カーを貼った意識付けできてきた

次年度→引き続き活動

各車両にｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟのｽﾃｯｶｰを貼付

昼食を車内で取らない(ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ)

次年度→引き続き活動

産業廃棄物排出量の

削減

廃棄物の置場を区分けし分別を徹底した

排出量増　(EA2を開始するにあたって整理整頓を

行ったため)　次年度→引き続き活動

2021年度(49期)環境経営計画の取り組み結果とその評価及び今後の取り組み

取組項目 活　　動　　項　　目 活動結果 評価及び次年度の取り組み

（評価期間：2022年4月～2022年10月）
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環境関連法規への違反、訴訟等の有無
※環境関連法の遵守状況を確認した結果、違反等はありませんでした。

関係当局より違反の指摘、利害関係者からの訴訟等もありません。

環境関連法規等の取りまとめ及び遵守状況のチェック結果

適用対象施
設、設備、
作業等

適用条項 適用内容、規制基準など
順守状況の確認結果

順　守　状　況

(2022.11.11確認）
評
価

○

産業廃棄物管理票交付等状
況報告書の提出
　法１２条の３第６項
　規則８条の２７

　産業廃棄物管理票交付者は、前年度における
管理票の交付等の状況を、毎年６月３０日まで
に報告すること（処理業は交付者から必要な情
報の提供を求められることがある。）

2022年5月24日　提出済み ○

廃棄物処理法 排出者

産業廃棄物管理票（マニ
フェスト）の送付及び回付
（処理物を他の産廃業者に
処分委託する場合）
　法１２条の３第２項、３
項
　規則８条の２３、８条の
　２５

・産業廃棄物管理票（マニフェスト）に所定の
  事項を記載した後、定められた期間内に交付
  者や処分業者へ管理票の写しを送付・回付す
  ること
・管理票の交付（発行）：廃棄物の種類・運搬
  先ごとに運搬のつど

・管理票の記載内容は適切

産業廃棄物管理票の写しの
保存
　法１２条の３第８項、９
項
　規則８条の３０

　産業廃棄物の運搬や処分を受託した者は、産
業廃棄物管理票の写しを５年間保存すること

　すべて５年間保存している。

産業廃棄物処理委託契約
　法12条3項、4項5項
　規則8条の2、8条の3、
　　8条の4、8条の4の2

・原則、２者契約であること（排出事業者と収
  集運搬業者、排出事業者と処分業者）
・委託契約は書面により、許可証の写しを添付
  すること

すべて２者契約・許可証の写
し添付を確認済み

○

廃棄物保管場所の掲示
　法12条2項、14条12項、
規則8条

・表示板の設置　縦横60cm以上
掲示板に記載する事項

・産業廃棄物保管場所である旨

・保管する産業廃棄物の種類
・保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

掲示してある ○

○

産業廃棄物処理委託契約書
の保存
　法１２条４項
　令６条の２第４号
　規則８条の４の３

　委託契約書等を契約の終了の日から５年間保
存すること（処理委託・受託者ともに）

すべて５年間保存している。 ○

PRTR法 対象化学物質

届け出
法5条の2項、3項。令3条、令
4条（１）、（３）

従業員数21人以上、第一種指定化学物質１ｔ/年以上、特定第
一種は0.5t/年以上は届出。
　　第一種指定化学物質　４６２物質、特定第一種指定化学物
質　１５物質、
　　第二種指定化学物質　１００物質、除外は８６物質

該当なし

電気工事士法 電気工事 法3条
・作業に従事する際、電気工事士免状を携帯すること
・工事に従事する際は電気設備技術基準に適合するように作
業を行うこと

遵守している

車両
車両の運行
法57,64,74,84条

・過積載の禁止
・無免許運転の禁止
・安全運転管理者の選任および安全運転管理者の教育
・運転しようとするものは、公安委員会の運転免許を受けること

2022.7.26
安全運転管理者講習受講予定

遵守している

○

○

○

法規
条例
規制

フロン排出抑制
法

業務用エアコ
ン（重機搭載
を含む。）、
冷凍冷蔵機器
の管理者（使
用者）

管理義務
　法第５条
　法第１６条

経済産業省/
環境省:告示第１３号

・指定製品及び特定製品の管理者の責務。当該特定製品
に使用されるフロン類の管理の適正化に努める。
・全ての第１種特定製品について簡易点検を３月に１回
以上。
・７．５kw～５０kw未満は、定期点検を３年に１回以
上。５０kw以上は１年に１回以上。

・対象エアコン・重機：すべ
て7.5kw未満／3ヶ月ごとに
点検実施済み
・異状状況なし

○

浄化槽法 浄化槽

浄化槽法２条１号附則２、３、
５条・３条２項・３条の２・７条・７
条の２・１０条・１１条・１１条２・
１２条の２

・設置届及び使用廃止後３０日以内の届出
・保守点検及び定期清掃（年１回）の実施
・法定検査（年１回指定機関の行う水質検査）
・雑排水の放流の禁止

保守点検（年6回　実施）

法定検査（年1回　2022.2.7実
施）

〇

道路交通法
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10

エコドライブ呼びかけ

節電・エアコン設定温度・節水呼びかけ

ｼﾝﾅｰ保管状況

環　　境　　活　　動

廃棄物分別
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消火訓練（訓練用　水　消火器にて実施）



活動結果

設置目的：

冷ケース上の天井の結露・カビ対策

天井の塗り替え回数削減

※ 省エネ効果を目的としたエコシルフィ設置

49期の営業活動で戸建住宅1件・福祉施設1件　エコシルフィ納入が決定

12

エコシルフィ　営業活動

     設置状況

エコシルフィとは

     設置前



・引き続き活動を行いその結果を基として次年度の“環境経営”に取り組む。

・エコアクション２１ガイドライン（２０１７年度版）を有効的に活用していくために、

　社員一人ひとりが活動を通じ、取組みへの重要性を理解し、組織全体のスキルアップに

　つなげる。

・エコシルフィ　営業・販売活動に取り組む。

株式会社　星電業社
代表取締役　矢儀　圭司

代表者による全体の取組状況の評価および見直し・指示の記録

・２０２２年４月１日に、エコアクション２１の認証取得に向けてスタートし

  ２０２２年１１月１１日　２０２１年度(４９期)の下記についての評価を実施しました。

【評価項目】 評価結果及び変更の有無

１.環境経営方針 ・良好　/変更なし

２.環境経営目標 ・良好　/変更なし

３.環境経営計画 ・良好　/変更なし

４.実施体制 ・良好　/変更なし
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